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まえがきまえがきまえがきまえがき    

沖縄道州制懇話会は、2007 年 8 月にオール沖縄的な道州制の検討機関として発

足した。当会の活動の目的は、沖縄県の地理的、歴史的、文化的諸条件を踏まえ、

沖縄のことは沖縄自らが責任をもって決めるという原点に立脚し、自治と自立の

課題について県民各界各層の立場から幅広い視点で議論を行い、沖縄にふさわし

い道州制のあり方について、県民の関心を高め沖縄の総意に基づく提案の基盤づ

くりに資することである。 

 

発足以来、当会では道州制をめぐる政府や全国の動向、沖縄の自立構想の歴史

的展開、沖縄振興体制の問題等について議論を重ねた。そして、沖縄の自治と自

立の視点に立脚した場合、当会としては、道州制の是非論は別に道州制の導入が

ありうることを前提として議論する必要があることを確認した。 

更に、2008 年 1 月、沖縄単独州を目指すことを全会一致で確認した上で、以下

の諸点について検討をすることにした。 

 

① 沖縄単独州を目指す理由（理念・目的） 

② 沖縄単独州の事務（国と沖縄単独州の役割分担） 

③ 道州制への移行方法 

④ 沖縄単独州の機構－特に、道州議会のあり方－ 

⑤ 沖縄単独州と市町村のあり方 

⑥ 税財政制度 

⑦ 振興体制 

⑧ 提案の方法 

 

 今回の第１次提言は、そう遠くない将来、道州制の導入がありうるという前提

の下で全国の道州制の導入に関する議論と沖縄の立場について確認した後、①沖

縄単独州を目指す理由（理念・目的）、及び②沖縄単独州の事務（国と沖縄単独

州の役割分担）に関する議論を取りまとめたものである。 

第 1 次提言の後、③以降の項目については、今後、順次提言することとしたい。

最終報告は、今後１年を目途に行う予定である。 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 現在、国際社会におけるグローバル化の進展や人口減少・超高齢化社会の到来

などの時代の潮流に適切に対応するため、明治以来の「国の統治のかたち」であ

った中央集権体制そのものの抜本的な改革を目指して、道州制の導入に向けた動

きが加速している。道州制の導入は、明治政府によって断行された「廃藩置県」

に匹敵する大改革であり、沖縄にとっては 1609 年の薩摩の琉球侵攻、1879 年の

琉球処分、1952 年の講和条約第 3 条による沖縄の分離、1972 年の日本復帰に相当

する「世替り」となる可能性を有している。 

 道州制は活力ある多様な地域社会からなる日本、そして、近隣のアジア諸国か

らも信頼される日本をつくる有効な手段とすべきである。そのためには、国全体

として地域社会とアジア諸国との歴史認識の共有と地方政府の迅速な決定による

経済交流、平和外交等が必要不可欠である。更に、地域に関わる国の意思決定は

国と道州や市町村が協議する仕組みを設ける必要がある。 

 復帰後 35 年、沖縄は中央集権体制の中に組み込まれ、霞ヶ関への陳情活動など

の現実的な対応に追われてきた。しかし、グローバル化への対応、地域の自己責

任・自己決定を促す地方分権改革、急迫する国と地方の財政改革への認識を県民

全体で共有し、気概をもってアジア全体の平和と繁栄の実現に向けた今後の 100

年を見据えたビジョンを策定しなければ、自立し発展する沖縄にふさわしい道州

制のあり方を描くことはできない。 

沖縄道州制懇話会では、地域の構成員はもとより地域社会とアジア諸国との信

頼と信用のネットワークを築くことを前提として外海離島に位置する沖縄が単独

州となり、変革に果敢にチャレンジすることを通じて地域を活性化し、結果とし

て沖縄単独州の経済・財政基盤が確立すると共に、道州制導入によるこの「新し

い国のかたち」もつくることができる、との認識で一致した。 

道州制は、道州制ビジョン懇談会や自由民主党、日本経団連などを中心に急速

に政治課題として浮上している。北海道、九州、関西などにおいては、地域に即

した独自の構想が練られている。道州制は、日本の国のかたちの変革として近い

将来、現実に導入される可能性を否定できない。沖縄が、どのような将来構想を

持つか、仮に九州と共に歩むとするならば、全国あるいは九州と歩調をそろえて

議論するだけでも良い。しかし、沖縄が単独で一つの州を形成しようとするなら

ば、その単独州の可能性や実現性については、沖縄自らが理論を構築し、国に要

求しなければならない。そのために残された時間は、もしかするときわめて短い

かもしれず、少なくとも十分にあるとは断定できない。 

道州制の時代に、沖縄はいかにあるべきかを考え、世論を喚起するため当懇話

会は結集した。本来であるならば、当事者である沖縄県が沖縄の道州制導入の時

代を見据えて自らの将来像を構築しなければならない。ここに第 1 次提言を作成
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するにあたって当懇話会は沖縄県の行政の積極的な取り組みを期待したい。 

また、市町村、県、国レベルの各議員や首長などの政治の衝にある方々には、

長期的展望に立った沖縄の将来像を構想し、住民とともに議論を深める姿勢を要

請したい。 

更に、われわれ住民は住民自治こそが自治の中核であることに思いをいたし、

自らとその子孫のためにあるべき地域像、あるべき沖縄像を目指し、広く議論を

することを確認したい。 

当懇話会は、道州制下の沖縄は単独州が望ましいという結論に達した。ここに

県民や県庁、県や市町村の議会、国に広く当会の基本的な考え方を提起したい。 

 

 

２２２２．．．．道州制道州制道州制道州制のののの導入導入導入導入についについについについてててて（（（（全国全国全国全国のののの議論議論議論議論とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの立場立場立場立場））））    

沖縄道州制懇話会では、道州制ビジョン懇談会等の議論の方向等を見ると、道

州制の導入がそう遠くない将来にありうるとの共通認識に達し、道州制の是非論

は別に道州制の導入がありうることを前提として議論する必要があることを確認

した。 

 ここではまず、第 28 次地方制度調査会の「道州制のあり方に関する答申」や道

州制ビジョン懇談会中間報告等から、道州制の必要性についての全国的議論や導

入時期に関する考え方を確認し、次に当会としての考え方を述べたい。 

 

（１）道州制の必要性についての全国的議論 

道州制の必要性について、今まで上記の調査会、懇談会等において議論されて

いる主な内容は、次の通りである。 

 

①地方分権の推進 

・ 現在の中央集権体制では、地域の課題に関して必要以上に国が法令や補助金、

出先機関を通じて関与し、住民ニーズに合わない画一的な施策や二重行政の弊

害が生じている。 

・ 道州制を導入する場合、住民参画の下、地域のことは地域で決めることができ

るようにする。補完性の原理に基づき、住民にとって身近な市町村に優先的に

権限を移譲し、それでも担えない事務は道州、国の順番で役割を分担する。そ

して同時に、市町村や道州の財政基盤も強化し、地域のニーズに適った施策を

地域自らが迅速に決定し、自立的な発展ができるようにする。 

・ そのため、これまでの国の仕事の大半を自ら実施できる規模の広域中間団体へ

の再編、すなわち都道府県制の再編と、これまでの都道府県の仕事の大半を引

き受けることのできる基礎自治体の広域的再編、すなわち市町村合併のさらな
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る推進が図られるべきとする。 

 

②地域の活性化 

・ 現在の中央集権体制では、政治や経済、文化情報発信機能等が東京に集中して

いるため、各県を広域的にまとめるブロック単位の活力が低下している。また、

最近、高速道路や新幹線の整備等によって、この地域単位で一体的に取組む広

域行政の課題が増えているが、地域のニーズに適った効果的で迅速な決定がで

きない。 

・ 道州制を導入する場合、国と地方の事務配分（役割分担）を抜本的に見直すこ

とを通じてブロック単位の中核都市機能を強化して繁栄の拠点をつくり、この

地域単位の様々な課題を迅速に決定できるようにする。そうすることで東京一

極集中が是正されると共に、多様な国際競争力のある地域を創出することによ

って結果として各道州の経済・財政基盤が確立し、日本全体の活力も維持・発

展することができる。 

 

③効率的な行政システム 

・ 現在の中央集権体制では、国が必要以上に地方に関与しているため、住民や企

業が事業の許可申請などをした時に、事務手続が煩雑になると共に、国や県、

市町村の部署をたらい回しにされることがある。また二重行政と批判されるよ

うな国と都道府県、都道府県と市町村の所轄の重複も多く、責任の所在の不明

や非効率を生んでいるとされる。 

・ 道州制を導入する場合、補完性の原理に基づいて国と地方の役割分担を見直す

と共に、国政事務の大胆な地方への移譲により二重行政の除去と地方の役割と

される事務への国の関与を徹底的に排除する。そうすることで、企画立案から

管理執行までを一貫して道州及び市町村が担うこととなり、住民や企業の事務

手続が容易になる。また、この事務の簡素化に伴う中央省庁のスリム化や都道

府県、市町村の合併によって、国と地方を通じた組織や職員、行政経費の削減

ができる。 

 

（２）道州制の導入時期に関する考え方 

 

・ 道州制道州制道州制道州制ビジョンビジョンビジョンビジョン懇談会懇談会懇談会懇談会：：：：    2008年3月に中間報告をまとめ、「おおむね10年後、

2018 年までに道州制に完全移行すべきであると考える。このため、道州制基本

法は、本懇談会の最終報告が行なわれる 2010 年には原案を作成し、翌年の通

常国会に提出する必要がある。」との考え方を明記している。 
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・ 自由民主党道州制推進本部自由民主党道州制推進本部自由民主党道州制推進本部自由民主党道州制推進本部：：：： 2008 年 3 月、自由民主党の道州制推進本部は、

「2015 年から 2017 年を目途に道州制の導入を目指す」（「道州制に関する第 3

次中間報告に向けて（たたき台）」）との考え方を提起している。 

 

・ （（（（社社社社））））日本経済団体連合会日本経済団体連合会日本経済団体連合会日本経済団体連合会：：：： 2008 年 3 月の「道州制の導入に向けた第 2 次提

言－中間とりまとめ－」において、日本経団連が提案する改革として 2010 年

に「道州制推進基本法」（仮称）の制定、2015 年以降に道州制導入とのロード

マップを提起している。 

 

なお、地方制度調査会は 2006 年 2 月に「道州制のあり方に関する答申」を提出

した後、現在は、地方自治の一層の推進を図る観点から、市町村合併を含めた基

礎自治体のあり方等について調査審議を行っている。また、地方分権改革推進委

員会は国と地方の役割分担や国の関与のあり方等について検討を行い、2007 年 11

月に「中間的な取りまとめ」を提起している。 

 

（３）沖縄道州制懇話会の道州制の導入に関する考え方 

 道州制についての議論が高まる中、他方において、なぜ都道府県制ではダメな

のかという疑問も提示されている。これは、十分に検討しなければならない課題

である。分権、財政再建に向けた他の選択肢も模索する必要がある。道州制につ

いての国民世論もまだ成熟しているとは言いがたい。 

しかし、増田道州制担当大臣は、道州制の導入の時期について「10 年以内に成

し遂げないといけない」と述べ、遅くとも 2017 年ごろには実現させる考え方を表

明している。更に「2015 年から 2017 年を目途に道州制の導入を目指す」との政

権政党の考え方などから、道州制の導入が政治課題となっており、そう遠くない

将来にありうると言えよう。早急に沖縄自らが沖縄の将来像を準備しなければ、

国から他地域との合併を押し付けられることになるであろう。 

 道州制の導入を考えるにあたって、沖縄の自治と自立に立脚した場合、次の諸

点を前提とする必要がある。 

 

①道州制の基盤 

・ 主権を有する住民は、主権を住民のために代行する新たな政府を作り出す自己

決定権を有する。その権利に基づいて、沖縄に新たな政府を設置する。 

・ 1963 年の最高裁判所判決では、憲法上の「地方公共団体といい得るためには、

単に法律で地方公共団体として取り扱っているということだけでは足りず、事

実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っていると

いう社会的基盤が存在」する必要が指摘されているが、このことは道州にも妥
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当しよう。 

・ 地域社会内部の住民や企業、政府等と共に、国内外の様々な人々・団体の間の

全ての関係において、信頼と信用のネットワークの構築が必要である。 

・ 新たな沖縄の政府は、主権を有する住民の生活共同体により支えられ、社会の

多様な組織・団体の信頼と信用のネットワークによって支えられる。それは、

沖縄住民の主体的な社会参加及び政治参加によって成り立つ。したがって主体

性を育成するひとづくりが最も基礎的な基盤である。 

 

②道州制の目的と課題 

・ 道州制は活力ある多様な地域社会からなる日本、そして、近隣のアジア諸国か

らも信頼される日本をつくる有効な手段とすべきである。そのためには、国全

体として地域社会とアジア諸国との歴史認識の共有と地方政府の迅速な決定

による経済交流、平和外交等が必要不可欠である。更に、地域に関わる国の意

思決定は国と道州や市町村が協議する仕組みを設ける必要がある。 

 

③日本そして沖縄の地理的特性 

・ 日本の国土は南北に長いため、亜寒帯から亜熱帯まで地域によって気候が大き

く異なる。また、列島の中央を縦走する山岳地帯を境に太平洋に面している地

域と日本海に面している地域で気候が大きく異なる。特に、東西 1,000 キロ、

南北 400 キロにおよぶ沖縄県域を含めた日本の領海・排他的経済水域面積は

447 万 Km²（世界第６位）となり、この広大な海域に点在する数多くの外海離

島を抱えている。そのため、国際的協調の下、海洋立国の実現を目指す日本に

おいて、自治体は自然的社会的条件に応じた施策を策定し実施する責務を有し

ており、多様な地域特性に応じた活力ある国づくりを行う必要がある。 

 

 

３３３３．．．．沖縄単独州沖縄単独州沖縄単独州沖縄単独州をををを目指目指目指目指すすすす理由理由理由理由（（（（理念理念理念理念・・・・目的目的目的目的））））    

中央政府主導で審議会が設けられ、道州制実現に向けて着々と議論が進んでい

る現状である。その方向性は、数都道府県を合わせた広域的自治体を創設するこ

とにある。 

この原則が沖縄に適用されるとするならば、沖縄を一まとまりとする自治機構

の喪失を意味することになる。沖縄から独自の自治構想が提案されないならば、

国の審議会等では九州州の一部とする答申が提出される可能性を否定できない。 

手をこまねいていては、自らの意思ではなく他からの力によって沖縄の形がつ

くられてしまう。すなわち新たな琉球処分となる可能性があるのではなかろうか。 

国政において道州制の導入が公式に議題とされ審議が進む中では、県合併を伴

う「標準型」の道州制とは異なる沖縄の自治と自立にとって望ましい「特例型」
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の道州制のあり方を早急に提起する必要がある。 

琉球王国時代、沖縄はアジアでも最も活力に満ち溢れる海洋交易国家の一つで

あった。かつての「万国津梁の精神」を現代に取り戻し、アジア・太平洋新時代

にふさわしい明確なビジョンを、今後、県民全体で策定し共有化する必要があろ

う。 

 ここでは、沖縄のビジョンを実現し、固有の問題を解決するためには、迅速に

地域のことは地域で決めることができる沖縄単独州が必要不可欠であるとの観点

を中心に、沖縄道州制懇話会の考え方を取りまとめた。 

 

（１） 沖縄のビジョンの実現 

 

①100 年後の平和と繁栄の実現 

道州制は、活力ある多様な地域社会からなる日本、そして、アジア諸国からも

信頼される日本をつくる有効な手段とすべきであり、それは同時に、アジアの中

における沖縄という視点から、日本を含めたアジア全体の 100 年後の平和と繁栄

を構想することでもある。沖縄のアジア・太平洋クロスロードとしての観光や健

康産業等のポテンシャルを活かし、交流型社会のフロントランナーとして知の交

流・集積地となり、外海離島である沖縄が国内外の企業・人にとっても魅力的な

世界に開かれた活力ある地域をつくるために、沖縄単独州を目指す。 

 

②新しい信頼関係に基づく地域活性化 

 人口や経済規模が小さい沖縄単独州は、「数都道府県を合わせた広域的な単位を

基本とする」道州の区域と異なっており、仮に、道州制の導入によって財政調整

機能が弱まった場合、沖縄単独州は財政面で大きな困難を抱える可能性がある。 

現行の中央集権体制の下では、各省庁がそれぞれの立場から、例えば市町村の

道路に至るまで事細かに個別の補助金のメニューを示して関与を行い、必ずしも

十分に地域のニーズが事業に反映されなかった。 

その改善のため、住民自治による財政規律と市場的な規律を強化するとともに

一般財源となる用途を限定しない一括補助金の導入と自治体の政策開発能力の向

上による資金・資源の有効活用によって地域のニーズに適った施策を実施できれ

ば、最小の費用で最大の社会的な効果や経済的波及効果が生じるものとなり地域

の活性化を実現することができる。 

これらを実現するための有効な資本はソーシャル・キャピタル（社会関係資本）

であり、住民自治に不可欠な社会資本として注目されている。この新しい資本の

構築には、新たな関係づくりが求められている。すなわち、「市民、ＮＰＯ・事業

者・行政」がそれぞれの分野の性格を尊重しながらも、地域公益向上にそれぞれ
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の役割を発揮し、その過程で人々の信頼関係、規範、効率性を高め機能すること

のできる「新しい関係づくりによる地域活性化」である。 

この新たな信頼関係に基づく地域活性化を実現するために、沖縄単独州を目指

す。 

 

③共同体意識に基づく地方公共団体の設置 

前述した最高裁判所判決にもある通り、自治にとって共同生活・共同体意識と

いう社会的基盤の存在が重要である。沖縄の地理的特性や歴史的事情、県内世論

等を踏まえれば、沖縄においては奄美地域を除いて他の都道府県と共同体意識を

持てる状況ではないと言えるのではなかろうか。また、国際的にも、韓国の済州

道やフィンランドのオーランド、スペインのカタロニアとバスクなどで共同体意

識に基づいて特別な自治州が設立されており、沖縄単独州の設立は多様な地域社

会からなる一国多制度の日本社会を創出することに寄与することから、沖縄単独

州を目指す。 

 

（２）沖縄の可能性の活用や沖縄固有の問題の解決 

沖縄は亜熱帯地域における海洋性離島であり、また歴史的に特有な問題を抱え

ている。そこから生じるポテンシャルの活用や諸問題の解決は、沖縄が主体的に

主張することによってのみ実現可能であり、あるいは解決できる。そのために沖

縄単独州を目指す。 

 

①地理的特性に起因する交通や物流、国境離島の問題 

 人口 137 万人を有する沖縄県は、九州・本土から大きく海を隔てて、広大な海

域に大小 160、有人 49（沖縄本島と橋でつながれた島を除いたら 39）の島々が散

在する島嶼県であり、他の九州 7 県の主要都市との交流・物流は空路・海路に限

られている。 

その地理的特性により、道州制導入の根本原理である「補完性の原理」及び「近

接性の原理」に則れば、沖縄が九州と同じ道州の区域になった場合、道州政府は

住民にとって所要時間や移動コストの面から非常に遠い。そして、陸続きでない

ために九州に新幹線や高速道路等の社会基盤整備をおこなっても沖縄にメリット

がなく、逆に沖縄での空港、港湾等の社会基盤整備は九州のメリットにならない。

更に、九州の観光施策において、沖縄のリーディング産業である観光業は競合関

係にあると見なされている。 

 また、沖縄が全国第 2 位の有人離島を有していることは、日本全体の海域保全

に貢献している事の証明になる。 

このような沖縄の地理的特性に起因する交通や物流、国境離島の問題を解決す
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るために、沖縄単独州を目指す。 

 

②基地問題 

米軍基地が本島面積の約 19％を占有、在日米軍専用施設の 75％が集中し、「日

本の安全保障の要」とされるなど、沖縄固有の問題として「基地問題」を抱えて

いる。沖縄県議会本会議での質問中、基地から派生する事件、事故、返還跡地利

用、地位協定の改定、安全保障などの米軍基地に関係するものは約 3 割を占める

とも言われている。 

議会での審議とともに知事も基地問題に対しては最重要課題として取り組みを

行ってきた。沖縄が九州に統合された場合、九州州の議会や首長においては全九

州の案件が重視され、沖縄に特有な基地問題に対して重点的な取り組みを期待す

ることはできない。 

このような沖縄固有の問題を解決するために、沖縄単独州を目指す。 

 

（３）王国の歴史・戦後の米軍統治下・移民等の歴史的事情 

沖縄はかつて琉球王国の時代、「舟揖を以って万国の津梁となし」と刻んだよう

に荒波を越え、東アジアを股にかけて栄華を誇った歴史がある。明治には最も遅

く日本に編入され、太平洋戦争においては、住民を巻き込んだ国内唯一の地上戦

の戦場とされ、教科書検定問題で明らかとなったように悲惨な戦争の実態が人々

の歴史として共有されている。 

また戦後の米軍統治下の琉球政府時代、米国型の三権分立の制度の下、立法院

の議員に立法案と予算の提出権が専属し、また、琉球政府は関税や出入国管理、

司法等を担っていた。当初、米国民政府の任命制であった琉球政府主席は、度重

なる住民の自治権拡大の運動によって、1968年には住民の直接公選を勝ち取った。

このように九州・本土の他の都道府県とは異なる歴史を持つと共に、1972 年の施

政権返還後、沖縄振興開発特別措置法に基づく各種事業の実施を図るため、沖縄

開発庁（現在、内閣府沖縄振興局）、沖縄総合事務局が設置されている。現行制度

においても、沖縄は九州とは異なる政治行政区画となっている。 

 このような沖縄の歴史的事情や現行法令行政機関の現状を考慮して、沖縄単独

州を目指す。 

また、沖縄は日本有数の移民県と言われ、ウチナーンチュはハワイや南米など

世界各国に雄飛し、その地域に深く根付くと共に母県との間に強い絆を保ってい

る。現在、沖縄県は国際交流拠点の形成を図るために「世界のウチナーンチュ大

会」を開催しているが、そのネットワークを活かした独自の文化・経済交流が考

えられる。 

なお、奄美地域については当事者である奄美の人々が区域問題を判断すること
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が前提であるが、沖縄としては沖縄と奄美の歴史的な経緯や共通の自然的社会的

条件等を踏まえ、奄美地域への親近感を持っている。 

 

（４）全国から見た沖縄単独州のメリット 

九州・本土から大きく海を隔てて、中国と国境を接し、台湾と海洋境界を接す

る島嶼県である沖縄が単独州になることは、様々な先進的な変革に対して、小さ

いからこそ迅速にチャレンジでき、全国のパイロット的な役割を担うことが可能

である。そうすることで活力ある多様な地域社会からなる日本をつくることに貢

献できると考える。 

また、沖縄戦の体験、琉球政府の経験に基づいた沖縄単独州の視点から、地域

社会とアジア諸国との歴史認識の共有や経済交流、平和外交等を積極的に担い、

その必要性を日本全国に提起することは、近隣のアジア諸国からも信頼される日

本をつくることに、沖縄から貢献することになろう。 

 

 

４４４４．．．．沖縄単独州沖縄単独州沖縄単独州沖縄単独州のののの事務事務事務事務（（（（権限権限権限権限））））    

 

（１）中央政府と道州政府（沖縄単独州）の役割分担（事務配分）の基本原則 
 

①地域の視点から、「補完性の原理」に基づき、道州政府優先で中央政府と道州政

府の役割を区分する。 

・ 道州政府及び議会は道州住民の福祉の向上に必要と思われるすべての事務に

ついて自らの役割とする。道州政府が担うことができない事務について中央政

府の役割とし、中央政府と道州政府の役割分担を明確に区分する。道州政府の

役割とされた事項については、道州が責任を持って担い、中央政府の関与を受

けないことを基本とする。ただし、国は、国民の最低限の生活条件整備（教育、

福祉、医療、食品安全等）については、財源保障を行い支援する責務を負う。 

・ 道州の長は、その議会の議決を経て、中央政府に対し、その権限に属する事務

の一部を当該道州政府が担うこととするよう要請することができる。 

・ また、道州自治に影響を及ぼす法律または政令その他の事項に関し、内閣に対

し、意見を申し出ることができる。 

・ もっぱら中央政府の役割とされた事項についても、地域に関わる中央政府の意

思決定は国と道州や市町村が協議する仕組みを設ける。 
 

②中央政府の役割については、限定的に列挙する。 

・ 中央政府の役割については、可能な限り法律で限定的に列挙する。中央政府の

役割は、地方自治法において（１）「国においては国際社会における国家とし
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ての存立に関わる事務」、（２）「全国的に統一して定めることが望ましい国民

の諸活動、もしくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務」、（３）「全

国的な規模で、もしくは全国的な視点で行わなければならない施策及び事業の

実施」と規定されている。この考えを徹底する。地域住民の生活に影響を与え

る内政等に関する事項については、原則として道州政府の役割とすることを基

本とすることを法律で規定する。 
 

③沖縄単独州の区域を越える広域事務は道州政府が連携して行う。 

・ 単に、規模が大きい、道州の区域を越えるなどの理由で、内政に関する事項を

中央政府の役割とはせず、できる限り道州政府間の連携によって事務を遂行す

ることを基本とする。 
 

④企画立案から管理執行までを一貫して行う。 

・ 道州政府の役割とされたものについては、道州政府が直接企画立案、執行する

ことを基本とする。 

・ 地域に関わる中央政府の意思決定は国と道州や市町村が協議する仕組みを設

けることを前提として、中央政府の役割とされたものについては、中央政府が

直接企画立案、執行することを基本とする。 
 

⑤中央政府の関与は基本的事項や標準を示すにとどめる。 

・ 道州政府の役割とされた事項について、中央政府が国会に法案を提出する場合

は、その内容は基本的事項や標準を示すにとどめ、具体的な内容については道

州議会が制定する条例に委ねることを基本とすることを法律で規定する。 

 

（２）沖縄単独州の事務（権限）の基本的な考え方 
 

①沖縄単独州は、他の道州制においては、もっぱら国が実施する事務事業であっ

ても、外海離島である沖縄単独州に即して、国と道州の役割を見直し、沖縄州

に相応しい権限を有する「特例型」道州とする。 

・ 海洋境界に接する外海離島の沖縄においては、他の道州に認められる以上の権

限を特例的に移譲されることにより、その持続的な経済・財政基盤を確立する

ことが可能となる。 

・ 例えば、国境に位置する沖縄単独州は世界に開かれた活力ある道州をつくるた

めに、関税や出入国管理権等の国の国境管理に関する権限移譲を求めると共に、

それに伴う責任ある対応を行う。 

・ 例えば、基地所在地域の負担軽減策や基地返還跡地利用対策については、歴史

的な経緯を踏まえた国の責務に鑑み、地域と国が直接協議し、地域の立場を踏

まえた仕組みや国から地方への権限の付与、国の支援などが必要不可欠である。  



12 

②国（あるいは中央政府）の出先機関の事務は、国の事務とされたものについて

直接執行する分野を残し、道州政府の事務と規定された事務については道州政

府に企画立案から管理執行まで一貫して移譲するものとし、そのための組織改

編を行う。 
 

③補完性の原理を基礎としつつ沖縄独自の共同体を基盤として道州―市町村間の

役割分担を今後検討していく。都道府県の事務を大幅に移譲していくため市町

村を「基礎自治体」として広域化する施策がとられている。しかし、沖縄にお

いては、広域化に適しない外海離島町村を多く抱え、また、現在の市町村の区

域は王国時代の行政区割りである「間切り」の歴史を踏まえるものが多く、こ

のような地理的歴史的状況を考慮した上で市町村合併は行われるべきである。 

 

 

５５５５．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

かつて中山吉一氏（当時、沖縄経済同友会代表幹事）は、「21 世紀への模索」

という沖縄タイムスの連載に「道州制の導入」について寄稿し、「近代日本史にレ

イト・カマーとして登場した悲哀を味わって来た県民にとって、沖縄州の確立は

その気概を試されるはじめての機会となるかも知れない」と総括した。レイト・

カマーという言葉には、「遅参者」と「新参者」という二つの意味がある。遅れて

日本に入ったが故に「周回遅れのラストランナー」として現実的な対応に追われ

てきたが、その一方では、固定観念にとらわれずにチャレンジする「交流型社会

のフロントランナー」として「新しい国のかたち」をつくる可能性を大いに有し

ていると言えよう。県民が気概をもって、活力ある多様な地域社会からなる日本、

そして、近隣のアジア諸国からも信頼される日本をつくる有効な手段としての道

州制の導入を沖縄から実現する必要がある。 

沖縄は繰り返し自立を議論してきた。道州制の時代に、今こそ広く沖縄の将来

像を語る時である。この提言がその素材となることを祈念している。 

今後、当懇話会は第 2 次提言に向けて、道州制への移行方法や沖縄単独州の機

構、沖縄単独州と市町村のあり方、税財政制度、振興体制、提案の方法等につい

て、沖縄県及び市町村等の行政の協力を得ながらより具体的に検討したいと考え

ている。 
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６６６６．．．．活動状況活動状況活動状況活動状況 

・事前調整会議（平成 19 年 8 月 8 日） 

議  題： 沖縄道州制研究会（仮称）規約（案）について 

 

・第 1 回 沖縄道州制懇話会（平成 19 年 9 月 12 日） 

報  告： 沖縄自立構想の歴史的展開（仲地博座長） 

 

・沖縄道州制懇話会は、沖縄経済同友会主催「道州制について考えるシンポジウ

ム」（平成 19 年 10 月 15 日）の共催団体となった。仲地博座長と吉元政矩委員

がパネリストとして登壇し、島袋純委員がコーディネーターを勤めた。太田守

明委員は沖縄経済同友会の副代表幹事として閉会挨拶を行った。 

 

・第 2 回 沖縄道州制懇話会（平成 19 年 11 月 12 日） 

報  告： 沖縄開発庁廃止、その時沖縄は（吉元政矩委員） 

報  告： シンポジウムの報告概要について（太田守明委員） 

 

・第 3 回 沖縄道州制懇話会（平成 19 年 12 月 17 日） 

報  告： 道州制をめぐる政府や全国の動向について（太田守明委員） 

 

・第 4 回 沖縄道州制懇話会（平成 20 年 1 月 21 日） 

報  告： 道州制における沖縄の位置づけと単独州案及び統合案のメリッ

ト・デメリットについて（島袋純委員） 

 

・第 5 回 沖縄道州制懇話会（平成 20 年 2 月 8 日） 

報   告： 「沖縄振興（開発）体制のメリット・デメリットと単独州が経

営破綻しない目標と仕組み」（島袋純委員） 

 検討課題： 沖縄単独州の区域（理念・目的）について 

 

・第 6 回 沖縄道州制懇話会（平成 20 年 3 月 10 日） 

検討課題： 沖縄単独州の事務について 

 

・第 7 回 沖縄道州制懇話会（平成 20 年 4 月 14 日） 

検討課題： 第 1 次提言（事務局案）について 

 

・第 8 回 沖縄道州制懇話会（平成 20 年 4 月 28 日） 

検討課題： 第 1 次提言(案)について 

 

・第 1 次提言 最終確認会議（平成 20 年 5 月 8 日） 

検討課題： 第 1 次提言(最終案)について 
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７７７７．．．．委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿 

 

（座長）仲地 博  琉球大学法文学部教授 

（委員）島袋 純  琉球大学教育学部教授 

（委員）吉元政矩  学識経験者（元沖縄県副知事） 

（委員）太田守明  内閣府道州制ビジョン懇談会 道州制協議会メンバー 

（委員）石原絹子  NPO 法人コミュニティおきなわ 

（委員）國場幸之助 沖縄県議会議員（道州制検討議員連盟 会長） 

（委員）平良長政  沖縄県議会議員（道州制検討議員連盟 副会長） 

（委員）古謝景春  南城市長（沖縄県市長会） 

（委員）儀武 剛  金武町長（沖縄県町村会 副会長） 

（委員）宮城宏光  那覇商工会議所 前副会頭 

（委員）石川正一  沖縄県経営者協会 副会長 

（委員）仲本 豊  沖縄経済同友会（道州制委員会委員長） 

（委員）仲村信正  連合沖縄 会長 

 

（オブザーバー） 

上原良幸  沖縄県企画部長 

 

（事務局） 

    上江洲由実 沖縄経済同友会 事務局長 

    又吉章元  沖縄経済同友会 前事務局長 

    藤中寛之  研究員 

 

（協力） 

    （財）南西地域産業活性化センター 

 


